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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドナー無線基地局（１２）と無線基地局（１４）との間の無線ネットワーク接続のタイ
プに関する情報を、無線基地局（１４）とのハンドオーバー手順の開始に先立って獲得す
る中継ノード（１０）における方法であって、前記中継ノード（１０）と前記ドナー無線
基地局（１２）は無線通信ネットワークに含まれ、前記ドナー無線基地局（１２）は前記
中継ノード（１０）にサービスを提供するものであり、前記方法は、
　前記ドナー無線基地局（１２）を介して第１のタイプの無線ネットワーク・アプリケー
ション・プロトコルのハンドオーバー要求メッセージを前記無線基地局（１４）へ伝送す
ることによって、前記無線基地局（１４）への無線アクセスネットワーク通信を開始する
ステップ（１５０１）であって、前記ハンドオーバー要求メッセージは、前記無線基地局
（１４）の被検出セルへのハンドオーバーを要求し、且つ第１のタイプ又は第２のタイプ
の無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルを示し、第１及び第２の無線ネット
ワーク・アプリケーション・プロトコルはそれぞれＸ２ＡＰ及びＳ１ＡＰである、開始す
るステップ（１５０１）と、
　前記ドナー無線基地局（１２）から、前記第１のタイプ又は前記第２のタイプの無線ネ
ットワーク・アプリケーション・プロトコルを示すハンドオーバー応答メッセージを受信
するステップ（１５０２）であって、示された前記無線ネットワーク・アプリケーション
・プロトコルのタイプは、前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地局（１４）との
間の無線ネットワーク接続のタイプを示すものである、受信するステップ（１５０２）と
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、
　前記ハンドオーバー応答メッセージ中で示された前記無線ネットワーク・アプリケーシ
ョン・プロトコルのタイプに基づいて前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地局（
１４）の間でＸ２ＡＰ接続が確立されたか否かを決定するステップ（１５０３）と、
　後に無線基地局（１４）とのハンドオーバー手順を開始した時、決定された無線ネット
ワーク接続のタイプを選択するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記無線基地局（１４）と後で通信するときに前記無線ネットワーク接続のタイプを選
択するため、前記無線基地局（１４）に関連して前記無線ネットワーク接続のタイプを記
憶するステップ（１５０４）をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ハンドオーバー応答メッセージは、前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地
局（１４、１９）との間の前記無線ネットワーク接続のタイプを明示的に提示する、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定するステップは、前記ドナー無線基地局から受信した前記ハンドオーバー応答
メッセージが前記Ｘ２ＡＰプロトコルを用いて送信された場合、Ｘ２ＡＰ接続が前記ドナ
ー無線基地局（１２）と前記無線基地局（１４）との間で確立されたと決定することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記決定するステップは、前記ドナー無線基地局から受信した前記ハンドオーバー応答
メッセージが前記Ｘ２ＡＰプロトコルを用いて送信され、且つ、前記ハンドオーバー応答
メッセージが、前記Ｘ２ＡＰプロトコルが前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地
局（１４）との間で確立されていないことを示すハンドオーバー失敗原因を含む場合、Ｘ
２ＡＰ接続が前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地局（１４）の間で確立されて
いないと決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ドナー無線基地局（１２）と無線基地局（１４）との間の無線ネットワーク接続のタイ
プに関する情報を、無線基地局（１４）とのハンドオーバー手順の開始に先立って獲得す
る中継ノード（１０）であって、前記中継ノード（１０）と前記ドナー無線基地局（１２
）は無線通信ネットワークに含まれ、前記ドナー無線基地局（１２）は前記中継ノード（
１０）にサービスを提供するものであり、前記中継ノード（１０）は、
　前記ドナー無線基地局（１２）を介して第１のタイプの無線ネットワーク・アプリケー
ション・プロトコルのハンドオーバー要求メッセージを前記無線基地局（１４）へ伝送す
ることによって、前記無線基地局（１４）への無線アクセスネットワーク通信を開始する
ように構成された開始回路であって、前記ハンドオーバー要求メッセージは、前記無線基
地局（１４）の被検出セルへのハンドオーバーを要求し、且つ第１のタイプ又は第２のタ
イプの無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルを示すように構成されており、
第１及び第２の無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルはそれぞれＸ２ＡＰ及
びＳ１ＡＰである、開始回路と、
　前記ドナー無線基地局（１２）から、前記第１のタイプ又は前記第２のタイプの無線ネ
ットワーク・アプリケーション・プロトコルを示すハンドオーバー応答メッセージを受信
するように構成された受信機（１６２０）であって、示された前記無線ネットワーク・ア
プリケーション・プロトコルのタイプが前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地局
（１４）との間の無線ネットワーク接続のタイプを示すように構成されている受信機（１
６２０）と、
　前記ハンドオーバー応答メッセージ中で示された前記無線ネットワーク・アプリケーシ
ョン・プロトコルのタイプに基づいて前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地局（
１４）の間でＸ２ＡＰ接続が確立されたか否かを決定するように構成されている決定回路
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（１６３０）と、
　無線基地局（１４）とハンドオーバー手順を後で開始する時、判定された無線ネットワ
ーク接続のタイプを選択するように構成されているセレクタと、
を備える中継ノード（１０）。
【請求項７】
　前記無線基地局（１４）と後で通信するとき前記無線ネットワーク接続のタイプを選択
するときに使用するために、前記無線基地局（１４）に関連して前記無線ネットワーク接
続のタイプを記憶するように構成されているメモリ回路（１６４０）をさらに備える、請
求項６に記載の中継ノード。
【請求項８】
　前記ハンドオーバー応答メッセージは、前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地
局（１４、１９）との間の前記無線ネットワーク接続のタイプを明示的に提示する、請求
項６に記載の中継ノード。
【請求項９】
　前記決定回路（１６３０）は、前記ドナー無線基地局から受信した前記ハンドオーバー
応答メッセージが前記Ｘ２ＡＰプロトコルを用いて送信された場合、Ｘ２ＡＰ接続が前記
ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地局（１４）との間で確立されたと決定するよう
に構成されている、請求項６に記載の中継ノード。
【請求項１０】
　前記決定回路（１６３０）は、前記ドナー無線基地局から受信した前記ハンドオーバー
応答メッセージが前記Ｘ２ＡＰプロトコルを用いて送信され、且つ、前記ハンドオーバー
応答メッセージが、前記Ｘ２ＡＰプロトコルが前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線
基地局（１４）との間で確立されていないことを示すハンドオーバー失敗原因を含む場合
、Ｘ２ＡＰ接続が前記ドナー無線基地局（１２）と前記無線基地局（１４）の間で確立さ
れていないと決定するように構成されている、請求項６に記載の中継ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中継ノードと、ドナー無線基地局と、中継ノードおよびドナー無線基地局に
おける方法とに関する。さらに、本明細書における実施形態は、ドナー無線基地局と無線
基地局との間の無線ネットワーク接続のタイプに関する情報を獲得すること、または、通
知することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の無線通信ネットワークでは、僅かに幾つかの考えられる実施を例に挙げると、ロ
ング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、ＬＴＥアドバンスト、第３世代パートナー
シップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）、移動体通信
用グローバル・システム／ＧＳＭ（登録商標）エボリューション用エンハンスド・データ
・レート（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ）、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マ
イクロウェーブ・アクセス（ＷｉＭａｘ）、またはウルトラ・モバイル・ブロードバンド
（ＵＭＢ）などのある程度の数の異なった技術が使用される。無線通信ネットワークは、
セルを形成する少なくとも１つのそれぞれの地理的エリア一面に無線カバレッジを提供す
る無線基地局を備える。セル定義は、伝送のため使用される周波数帯域群を組み込むこと
もあり、すなわち、２つの異なったセルは、異なった周波数帯域を使用するが、同じ地理
的エリアをカバーすることがある。ユーザ機器（ＵＥ）は、それぞれの無線基地局によっ
てセル内でサービスを提供され、それぞれの無線基地局と通信している。ユーザ機器は、
アップリンク（ＵＬ）伝送においてエアー・インターフェースまたは無線インターフェー
スを介して無線基地局にデータを伝送し、無線基地局は、ダウンリンク（ＤＬ）伝送にお
いてエアー・インターフェースまたは無線インターフェースを介してユーザ機器にデータ
を伝送する。
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【０００３】
　ワイヤレスネットワークとも呼ばれる無線通信ネットワークに関連する１つの重要な局
面は、無線通信ネットワークが簡単に配備でき、かつ、費用効率良く動作できることを確
実にすることである。展望は、無線通信ネットワークができる限り多くの局面で自己組織
化しなければならないということである。さらに、屋外および屋内の両方での移動体ブロ
ードバンド体験を目標とするとき、優れたカバレッジが重要である。典型的に、このカバ
レッジは、マクロ基地局と呼ばれることもあるより広いセルをカバーする無線基地局によ
って、専用トランスポート接続を使って提供されるが、ユーザ機器と中継ノード（ＲＮ）
との間のユーザデータ、および、ＲＮと無線基地局との間のトランスポート接続の両方の
ため、専用トランスポート接続を使って同じ技術が使用されるＲＮとも呼ばれるセルフ・
バックホーリング無線基地局を考慮することも可能である。セルフ・バックホール型は、
本明細書では、ＲＮがドナー無線基地局への中継ノードとしての役割を果たすことを意味
する。
【０００４】
　３Ｇロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムのアーキテクチャは、した
がって、中継基地局とも呼ばれる中継ノード（ＲＮ）を含むことがある。さらに、ＬＴＥ
アーキテクチャは、Ｘ２インターフェースと呼ばれる無線基地局（ｅＮＢ）間の論理イン
ターフェース、および、Ｓ１またはＳ１１インターフェースと呼ばれる無線基地局とモビ
リティ・マネジメント・エンティティ（ＭＭＥ）またはサービング・ゲートウェイ（Ｓ－
ＧＷ）との間の論理インターフェースを明らかにする。ＲＮにサービスを提供する無線基
地局は、ＲＮと別の無線基地局との間のＸ２通信と、ＲＮとＭＭＥとの間のＳ１通信とを
終端および転送するＸ２およびＳ１プロキシとしての役割を果たす。ＲＮにサービスを提
供する無線基地局は、ドナー無線基地局（ＤｅＮＢ）と呼ばれることがある。
【０００５】
　セルフ・バックホールするＲＮは、さらに、ＬＴＥアドバンストのため考慮される。Ｌ
ＴＥアドバンストは、たとえば、高データレートの無線カバレッジ、グループモビリティ
、一時的なネットワーク配備、セルエッジスループットを改善する、および／または、新
しいエリア内で無線カバレッジを提供するツールとしての中継用のサポートでＬＴＥリリ
ース８を拡張する。
【０００６】
　ＲＮは、Ｕｎインターフェースとして表示される無線インターフェースを介してドナー
無線基地局（ドナーｅＮＢ）のそれぞれのドナーセルにワイヤレス接続され、ユーザ機器
は、Ｕｕインターフェースとして表示される無線インターフェースを介してそれぞれのＲ
Ｎに接続されている。ドナー無線基地局は、さらに、それぞれのＲＮをコアネットワーク
、たとえば、ＬＴＥにおける進化型パケット・コア（ＥＰＣ）に接続する。Ｕｕインター
フェースは、ユーザ機器とＲＮとの間の無線インターフェースである。Ｕｎインターフェ
ースは、ＲＮとドナー無線基地局との間の無線インターフェースである。
【０００７】
　Ｕｎインターフェース接続は、接続がインバンド接続であることを意味する「タイプ１
」接続でもよく、このケースでは、ｅＮＢ対ＲＮ接続またはリンクは、ドナーセル内のダ
イレクトｅＮＢ対ＵＥ接続またはリンクと同じ周波数帯域を共用する。Ｕｎインターフェ
ース接続は、さらに、接続がアウトバンド接続であることを意味する「タイプ２」接続で
もよく、このケースでは、ｅＮＢ対ＲＮ接続は、ドナーセル内のダイレクトｅＮＢ対ＵＥ
接続と同じ帯域で動作しない。
【０００８】
　少なくとも「タイプ１」ＲＮは、ＬＴＥアドバンストによってサポートされる。「タイ
プ１」ＲＮは、個々のセルがドナーセルと識別可能な別個のセルのようにユーザ機器に見
えるセルを制御するインバンドＲＮである。セルは、セルを識別するためにユーザ機器に
よって使用されるフィンガープリントであるセルの一意的な物理セルＩＤ（ＰＣＩ）を有
し、セルの一意的な同期チャネルおよび基準シンボルを伝送する。単一セル動作との関連
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で、ユーザ機器は、インバンドＲＮから直接的にスケジューリング情報およびデータ伝送
フィードバックを受信し、これの制御情報をインバンドＲＮに送信する。インバンドＲＮ
は、レガシーユーザ機器には、無線基地局のように見え、すなわち、インバンドＲＮは、
下位互換性がある。インバンドＲＮは、ノマディックでもよく、すなわち、インバンドＲ
Ｎは、物理的再配置、または、無線インターフェースの切断と関連付けられた中継ノード
のような破壊的な事象を介して、長時間に亘ってドナーｅＮＢを変化させることがある。
インバンドＲＮは、さらに、たとえば、エネルギーを節約するために、時々動作しないこ
とがある。
【０００９】
　大抵の場合、ＲＮは、無線通信ネットワークにおいて無線基地局として認識されること
がある。たとえば、ＲＮと他の無線基地局との間の接続Ｘ２およびＳ１は、部分的にＵｎ
を越えて確立される。それだけでなく、ＲＮは、大抵の場合、サービング無線基地局によ
ってサービスを提供されるユーザ機器として取り扱われる。たとえば、ＲＮが設置された
とき、ＲＮは、ユーザ機器をネットワークにアタッチするために使用される手順であるＵ
Ｅアタッチ手順を用いて無線通信ネットワークにアタッチし、最初に、無線リソース制御
（ＲＲＣ）接続性が確立されたとき、サービング無線基地局は、ユーザ機器が実際にはＲ
Ｎであることをコアネットワークによって通知される。
【００１０】
　ＲＮの観点から、ある種のタイプの無線ネットワーク接続がドナー無線基地局と隣接無
線基地局との間に確立されたかどうかを明らかにすることは可能ではない。ＲＮは、様々
なタイプの無線ネットワーク接続、たとえば、Ｘ２接続性およびＳ１接続性の間で選択を
行う必要があるかもしれないので、たとえば、ハンドオーバーを実行するとき、間違った
タイプの無線ネットワーク接続が選択された場合、無線通信ネットワークの性能は、低下
することになる。
　関連文献において、「中継ネットワークにおけるユーザー機器のハンドオーバーの問題
」（３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ３　＃８８（Ｒ３－１０１４１２）、２０１０年５
月１０～１４日）には、中継ノード（ＲＮ）がＤｅＮＢとターゲットｅＮＢの間のＸ２イ
ンターフェースの利用可能性の情報を得て、ハンドオーバーのタイプ（すなわち、Ｓ１／
Ｘ２　ＨＯ）を選択することができるようにする提案２が記載されている。この提案では
、ＤｅＮＢはＲＮにＤｅＮＢの利用可能性の情報を送り、ＲＮはそれに応じて異なるタイ
プのハンドオーバーを始動させる。この提案では、ＲＮが適切なハンドオーバー手順を始
動させることが要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本明細書における一部の実施形態の目的は、無線通信ネットワークにおける性能を改善
するメカニズムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本明細書における実施形態の態様によれば、上記目的は、ドナー無線基地局と無線基地
局との間の無線ネットワーク接続のタイプに関する情報を獲得する中継ノードにおける方
法によって達成される。中継ノードおよびドナー無線基地局は、無線通信ネットワークに
含まれる。ドナー無線基地局は、中継ノードにサービスを提供する。中継ノードは、ドナ
ー無線基地局からメッセージを受信し、このメッセージは、無線ネットワーク・アプリケ
ーション・プロトコルのタイプを指示している。無線ネットワーク・アプリケーション・
プロトコルのタイプは、ドナー無線基地局と無線基地局との間の無線ネットワーク接続の
タイプに関連している。中継ノードは、メッセージ中で指示された無線ネットワーク・ア
プリケーション・プロトコルのタイプに基づいて無線ネットワーク接続のタイプを決定す
る。中継ノードは、無線基地局に関連して無線ネットワーク接続のタイプをさらに記憶す
る。この記憶された情報は、後で無線基地局と通信するとき、無線ネットワーク接続のタ



(6) JP 5778266 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

イプを選択するため使用されることがある。
【００１３】
　上記方法を実行するため、ドナー無線基地局と無線基地局との間の無線ネットワーク接
続のタイプに関する情報を獲得する中継ノード。中継ノードは、無線通信ネットワークに
含まれるように配置され、ドナー無線基地局によってサービスを提供されるように配置さ
れている。中継ノードは、ドナー無線基地局からメッセージを受信するために構成されて
いる受信機を備える。メッセージは、無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコル
のタイプを指示し、この無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルのタイプは、
ドナー無線基地局と無線基地局との間の無線ネットワーク接続のタイプに関連している。
中継ノードは、メッセージ中で指示された無線ネットワーク・アプリケーション・プロト
コルのタイプに基づいて無線ネットワーク接続のタイプを決定するために構成されている
決定回路をさらに備える。付加的に、中継ノードは、無線基地局と後で通信するとき、無
線ネットワーク接続のタイプを選択するときに使用できるように無線基地局に関連して無
線ネットワーク接続のタイプを記憶するために構成されているメモリ回路を備える。
【００１４】
　本明細書における実施形態の態様によれば、上記目的は、ドナー無線基地局と無線基地
局との間の無線ネットワーク接続のタイプに関して中継ノードに通知するドナー無線基地
局における方法によって達成される。中継ノードおよびドナー無線基地局は、無線通信ネ
ットワークに含まれる。ドナー無線基地局は、中継ノードにサービスを提供する。ドナー
無線基地局は、中継ノードまたは無線基地局から、無線ネットワーク・アプリケーション
・プロトコルの第１のタイプのプロトコル・メッセージを受信する。ドナー無線基地局は
、さらに、メッセージを中継ノードに伝送し、このメッセージは、無線ネットワーク・ア
プリケーション・プロトコルの第１のタイプまたは第２のタイプを指示する。無線ネット
ワーク・アプリケーション・プロトコルの個々のタイプは、無線ネットワーク接続のタイ
プに関連し、その結果、中継ノードは、無線ネットワーク接続のタイプを通知される。
【００１５】
　本明細書における実施形態は、中継ノードがＸ２接続のようなある種のタイプの無線ネ
ットワーク接続がこの中継ノードのサービングドナー無線基地局と他の無線基地局との間
に確立されているか否かを効率的に知ることを可能にさせる手段について記載する。その
結果、中継ノードに記憶された情報が、たとえば、ハンドオーバー手順中に、通信するた
めに使用されるので、シグナリング手順が実現し易くされ、性能が改善される。
【００１６】
　実施形態は、以下で添付図面に関連して詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】無線通信ネットワークの概略図である。
【図２】無線通信ネットワークの概略図である。
【図３】無線通信ネットワークにおける概略的なシグナリングスキーム図である。
【図４】無線通信ネットワークにおける概略的なシグナリングスキーム図である。
【図５】Ｘ２接続性サポート学習手順を明らかにする無線通信ネットワークにおける方法
の概略フローチャートである。
【図６】無線通信ネットワークにおける概略的なＸ２プロービング・シグナリング・スキ
ーム図である。
【図７】無線通信ネットワークにおける概略的なＸ２プロービング・シグナリング・スキ
ーム図である。
【図８】無線通信ネットワークにおける概略的なＸ２プロービング・シグナリング・スキ
ーム図である。
【図９】無線通信ネットワークの概略図である。
【図１０】無線通信ネットワークにおける概略的なシグナリングスキーム図である。
【図１１】無線通信ネットワークにおける概略的なシグナリングスキーム図である。
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【図１２】無線通信ネットワークにおける概略的なシグナリングスキーム図である。
【図１３】無線通信ネットワークにおける概略的なシグナリングスキーム図である。
【図１４】無線通信ネットワークにおける概略的なシグナリングスキーム図である。
【図１５】無線通信ネットワーク内の中継ノードにおける方法の概略フローチャートであ
る。
【図１６】中継ノードのブロック図である。
【図１７】無線通信ネットワーク内のドナー無線基地局における方法の概略フローチャー
トである。
【図１８】ドナー無線基地局のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、無線通信ネットワークの概略図である。本明細書における実施形態は、進化型
ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）システムに基づいて検討され、このシス
テムは、広範に配備されたＷＣＤＭＡシステムのロング・ターム・エボリューション（Ｌ
ＴＥ）と一般に呼ばれるが、無線ネットワークエンティティ間で無線アクセスネットワー
ク間インターフェースおよび無線アクセスネットワーク内インターフェースを使用するど
のような無線通信ネットワークにおいて実施されてもよい。無線アクセスネットワーク間
インターフェースは、ピア・ツー・ピア・インターフェースと呼ばれることもあり、無線
アクセスネットワーク内インターフェースは、無線通信ネットワークのコアネットワーク
内で終端されるインターフェースと呼ばれることもある。しかし、図は、ＬＴＥネットワ
ーク・アーキテクチャと、特に、ＬＴＥアドバンス・ネットワーク・アーキテクチャとに
関連することになる。ＬＴＥの実施例では、Ｘ２は、Ｘ２アプリケーション・プロトコル
によってシグナリングが定義された、無線基地局間のピア・ツー・ピア・インターフェー
スであり、Ｓ１またはＳ１１は、Ｓ１アプリケーション・プロトコルによってシグナリン
グが定義された、無線基地局とコアネットワークとの間でコアネットワーク内で終端され
るインターフェースである。無線通信ネットワークは、僅かに幾つかの考えられる実施を
例に挙げると、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、ＬＴＥアドバンスト、第
３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）広帯域符号分割多元アクセス（ＷＣ
ＤＭＡ）、移動体通信用グローバル・システム／ＧＳＭエボリューション用エンハンスド
・データ・レート（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ）、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フ
ォー・マイクロウェーブ・アクセス（ＷｉＭａｘ）、またはウルトラ・モバイル・ブロー
ドバンド（ＵＭＢ）などの無線技術を使用することがある。
【００１９】
　無線通信ネットワークのカバレッジを改善するために、たとえば、無線通信ネットワー
クにおける無線カバレッジホールなどをカバーする中継ノード１０が設けられる。中継ノ
ード１０は、中継セル１１を形成する地理的エリア一面に無線カバレッジを提供する。そ
の結果、中継ノード１０は、無線通信ネットワークの内部に改善された無線カバレッジを
提供する。無線通信ネットワークは、個々の無線基地局がそれぞれのセル、すなわち、第
１のセル１３および第２のセル１５を形成する少なくとも１つのそれぞれの地理的エリア
一面に無線カバレッジを提供する第１の無線基地局１２および第２の無線基地局１４をさ
らに備える。中継ノード１０は、第１の無線基地局１２によってサービスを提供され、こ
の第１の無線基地局がドナー無線基地局１２と呼ばれる。
【００２０】
　ドナー無線基地局１２は、ある種の無線ネットワーク接続を介して、たとえば、Ｘ２接
続のようなピア・ツー・ピア接続を介して第２の無線基地局１４に接続されることがある
。ドナー無線基地局１２は、第１のＭＭＥ　１６を備えるモビリティ・マネジメント・エ
ンティティ（ＭＭＥ）プールのメンバでもよい。第２の無線基地局１４は、第２のＭＭＥ
　１７を備えるモビリティ・マネジメント・エンティティ（ＭＭＥ）のメンバでもよい。
このようにして、ドナー無線基地局１２は、第１のＭＭＥ　１６によって制御され、第２
の無線基地局１４は、第２のＭＭＥ　１７によって制御される。ドナー無線基地局１２は
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、付加的にまたは代替的に、第１のＭＭＥ　１６または第２のＭＭＥ　１７を経由するＳ
１またはＳ１１接続のようなある種の無線ネットワーク接続を越えてコアネットワーク内
で終端されるインターフェースを通じて、第２の無線基地局１４に接続されることがある
。ユーザ機器（ＵＥ）は、それぞれの無線基地局１２、１４によってセル内でサービスを
提供され、それぞれの無線基地局１２、１４と通信している。ユーザ機器は、アップリン
ク（ＵＬ）伝送において無線インターフェースを越えて無線基地局にデータを伝送し、無
線基地局は、ダウンリンク（ＤＬ）伝送においてユーザ機器にデータを伝送する。ユーザ
機器１８は、ある特定の地理的場所で無線基地局１２に対して劣悪なチャネル条件を有し
ているが、中継ノード１０によってサービスを提供される。
【００２１】
　「ユーザ機器」があらゆるワイヤレス端末、装置またはノード、たとえば、個人情報端
末（ＰＤＡ）、ラップトップ、携帯電話機、センサ、中継器、または、それぞれのセルの
内部で通信する小型基地局でさえ意味する非限定的な用語であることは、当業者によって
理解されるであろう。
【００２２】
　それぞれの無線基地局１２、１４は、たとえば、無線アクセス技術および使用される用
語に依存して、たとえば、ＮｏｄｅＢ、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ）、基
地送受信機局、アクセス・ポイント基地局、基地局ルーター、または、それぞれの無線基
地局１２、１４によってサービスを提供されるセル１３、１５の内部のユーザ機器と通信
する能力がある他のネットワークユニットと呼ばれることもある。
【００２３】
　本明細書における実施形態は、中継ノード１０がドナー無線基地局１２と、無線基地局
１４と呼ばれることもある第２の無線基地局１４との間の接続性を知らない状況に焦点を
当てる。
【００２４】
　特に、本明細書における実施形態は、中継ノード１０が無線ネットワーク接続とも呼ば
れる接続性のタイプに関する情報を獲得する方法を明らかにする。中継ノード１０は、ド
ナー無線基地局１２からメッセージを受信し、このメッセージは、無線ネットワーク・ア
プリケーション・プロトコルのタイプを指示する。無線ネットワーク・アプリケーション
・プロトコルのタイプは、無線ネットワーク接続のタイプに関連する。中継ノード１０は
、次に、メッセージ中で指示された無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルの
タイプに基づいてドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との間の無線ネットワー
ク接続のタイプを決定する。中継ノード１０は、中継ノード１０の内部に第２の無線基地
局１４に関連して無線ネットワーク接続のタイプを記憶する。中継ノード１０は、次に、
第２の無線基地局１４と後で通信するとき、無線ネットワーク接続のタイプを選択するこ
とがある。たとえば、中継ノード１０が第２の無線基地局１４へのユーザ機器１８のハン
ドオーバー手順を後で実行するとき、中継ノード１０は、獲得された情報を使用し、記憶
されたタイプの無線ネットワーク接続に関連したアプリケーション・プロトコルのハンド
オーバー要求を送信する。
【００２５】
　本明細書における一部の実施形態によれば、ドナー無線基地局１２は、新しい明示的メ
ッセージ、または、既存メッセージ中の新しい情報要素（ＩＥ）において無線ネットワー
ク接続、たとえば、第２の無線基地局１４へのＸ２サポートに関して中継ノード１０に通
知することがある。これは、新しいメッセージおよび情報要素（ＩＥ）がこの特定のケー
スのためだけに定義されることを必要とすることがある。
【００２６】
　一部の実施形態によれば、ドナー無線基地局１２は、第２の無線基地局１４への無線ネ
ットワーク接続のタイプを中継ノード１０に暗黙的に通知する。たとえば、中継ノード１
０は、第２の無線基地局１４の存在を検出し、アドレス・リカバリ・メッセージをドナー
無線基地局１２に送信する。ドナー無線基地局１２は、Ｘ２接続が第２の無線基地局１４
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に対し既にセットアップされていることを知っていることがあり、第２の無線基地局１４
の代わりに中継ノード１０へのＸ２セットアップ要求メッセージを編成する。ドナー無線
基地局１２は、代替的に、第２の無線基地局１４へのＸ２接続をセットアップすることが
ある。中継ノード１０は、次に、Ｘ２セットアップ要求メッセージを受信し、Ｘ２メッセ
ージであるメッセージのタイプに基づいて、中継ノード１０は、Ｘ２接続が第２の無線基
地局１４に対して存在すると決定する。
【００２７】
　一部の実施形態によれば、中継ノード１０は、第２の無線基地局１４からＸ２ハンドオ
ーバー要求を受信することにより通知され、これに基づいて、Ｘ２接続がドナー無線基地
局１２と第２の無線基地局１４との間にセットアップされていると決定することがある。
【００２８】
　一部の実施形態によれば、中継ノード１０は、Ｘ２ハンドオーバー要求を第２の無線基
地局１４に送信し、第２の無線基地局１４からドナー無線基地局１２を介してＸ２ハンド
オーバー承認またはＳ１ＡＰハンドオーバーコマンドのいずれかを受信することにより通
知されることがある。中継ノード１０は、代替的に、Ｓ１ＡＰハンドオーバー要求済をド
ナー無線基地局１２に送信し、受信された応答中のアプリケーション・プロトコルのタイ
プに基づいて、将来の知識のため第２の無線基地局１４に関連して無線ネットワーク接続
のタイプを記憶することがある。
【００２９】
　このように、一部の実施形態では、中継ノード１０が第２の無線基地局１４へのシグナ
リング手段としてＸ２またはＳ１を使用しようとしているとき、Ｘ２接続性についての知
識がドナー無線基地局１２から中継ノード１０によって獲得される。受信された応答のア
プリケーション・プロトコルのタイプから、中継ノード１０は、Ｘ２が確立されているか
否かを決定することがある。このようにして、シグナリングは、実現し易くされ、新しい
ＩＥまたはメッセージを必要としない。
【００３０】
　図２は、無線通信ネットワークにおけるインターフェースを表すブロック図である。中
継ノード１０は、Ｕｎインターフェースを介してドナー無線基地局１２のドナーセル１３
にワイヤレス接続され、ユーザ機器１８は、Ｕｕインターフェースを介して中継ノード１
０の中継セル１１に接続されている。ドナー無線基地局１２は、さらに中継ノード１０を
コアネットワーク、たとえば、進化型パケット・コア（ＥＰＣ）に接続する。Ｕｕインタ
ーフェースは、ユーザ機器１８と中継ノード１０との間の無線インターフェースである。
Ｕｎインターフェースは、中継ノード１０とドナー無線基地局１２との間の無線インター
フェースである。
【００３１】
　Ｕｎインターフェース接続は、インバンド接続でもよい。インバンド接続は、「無線基
地局対中継ノード」接続がドナーセル１３の内部の直接的な「無線基地局対ＵＥ」接続と
同じ周波数帯域を共用することを意味する。Ｕｎインターフェース接続は、代替的に、ア
ウトバンド接続でもよい。アウトバンド接続は、「無線基地局対中継ノード」接続が直接
的な「無線基地局対ＵＥ」接続と同じ周波数帯域で動作しないことを意味する。
【００３２】
　前述のとおり、中継ノード１０は、何らかの無線基地局として認識されることがある。
たとえば、中継ノード１０と他の無線基地局との間の接続Ｘ２およびＳ１は、部分的にＵ
ｎを越えて確立される。それだけでなく、中継ノード１０は、大抵の場合、サービングド
ナー無線基地局１２によってサービスを提供されるユーザ機器として取り扱われる。たと
えば、中継ノード１０が設置されたとき、中継ノードは、ＵＥアタッチ手順を用いてネッ
トワークにアタッチする。最初に、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続性が確立されたとき
、ドナー無線基地局１２は、「ユーザ機器」が実際には中継ノード（ＲＮ）１０であるこ
とをコアネットワークによって通知される。
【００３３】
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　前述のとおり、中継ノード１０は、ドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との
間の無線ネットワーク接続タイプがＸ２インターフェースとも呼ばれるピア・ツー・ピア
・インターフェースであるか、または、Ｓ１インターフェースとも呼ばれるコアネットワ
ークで終端するインターフェースであるかの情報を獲得する。無線ネットワーク接続のタ
イプは、次に、無線基地局１４と後で通信するとき、タイプを選択するときに使用される
ため中継ノード１０で第２の無線基地局１４に関連して記憶される。これは、後述される
一部の実施形態に応じて実行される。
【００３４】
　図３は、ＬＴＥネットワークとして例示された無線通信ネットワークにおける方法の一
部の実施形態の概略的なシグナリングスキーム図である。本実施例では、中継ノード１０
は、ある種のハンドオーバー要求を第２の無線基地局１４に送信することにより、ドナー
無線基地局１２と第２の無線基地局１４との間の無線ネットワーク接続のタイプを通知さ
れることがある。一部の実施形態では、中継ノード１０は、Ｘ２インターフェースがドナ
ー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との間に確立されていると仮定して、第２の無
線基地局１４へのＸ２ハンドオーバー準備シグナリングを使用することを試みる。Ｘ２ハ
ンドオーバー手順は、Ｓ１ハンドオーバー手順より効率的であるため、Ｘ２ハンドオーバ
ー準備が使用されることもある。
【００３５】
　ステップ３０１：中継ノード１０は、中継セル１１内でサービスを提供されるユーザ機
器１８のＸ２アプリケーション・プロトコル（ＡＰ）ハンドオーバー（ＨＯ）要求をドナ
ー無線基地局１２に送信する。これは、図１５のステップ１５０１の実施例である。
【００３６】
　ステップ３０２：Ｘ２が確立された場合、ハンドオーバープロセスが進行し、ドナー無
線基地局１２は、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求を第２の無線基地局１４に転送する。
【００３７】
　ステップ３０３：第２の無線基地局１４は、ユーザ機器１８のハンドオーバーを受け入
れ、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求承認（ＡＣＫ）をドナー無線基地局１２に送信する。
【００３８】
　ステップ３０４：ドナー無線基地局１２は、次に、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求ＡＣＫ
を中継ノード１０に転送する。これは、図１７のステップ１７０５の実施例である。この
ようにして、中継ノード１０は、ハンドオーバー準備を承認し、Ｘ２が確立されたことを
指定するＸ２ＡＰの応答を最終的に受信する。これは、中継ノード１０がドナー無線基地
局１２からの応答のタイプからＸ２接続性の存在、すなわち、無線ネットワーク接続のタ
イプを学習することがあり、将来または後の使用のためこの接続性情報を記憶することを
意味する。
【００３９】
　図４は、無線通信ネットワークにおける方法の一部の実施形態のシグナリングスキーム
図を示す。同様に本実施例では、中継ノード１０は、ある種のハンドオーバー要求を第２
の無線基地局１４に送信することにより、ドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１２
との間の無線ネットワーク接続のタイプを通知されることがある。図４は、Ｓ１ハンドオ
ーバーシグナリングに変換されたＸ２ハンドオーバー準備を示す。Ｓ１応答メッセージは
、ＵＥコンテキストまたは元のＸ２メッセージに関連する情報を含むことがあるので、中
継ノード１０は、Ｘ２手順とＳ１手順とを一体的に連結することがあり、すなわち、中継
ノードは、Ｓ１メッセージがＸ２メッセージへの応答であることが分かる。この情報は、
一時的なコンテキストもしくはトランザクションＩＤ、または、ユーザ機器１８に関連す
る他の情報を含むことがある。
【００４０】
　ステップ４０１：中継ノード１０は、たとえば、中継セル１１内でサービスを提供され
るユーザ機器１８のＸ２ＡＰハンドオーバー（ＨＯ）要求をドナー無線基地局１２に送信
する。これは、図１５のステップ１５０１の実施例である。
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【００４１】
　ステップ４０２：Ｘ２が確立されていない場合、ドナー無線基地局１２は、Ｘ２メッセ
ージを対応するＳ１メッセージ、いわゆるＳ１ＡＰハンドオーバー要求済に変換し、この
Ｓ１メッセージは、第１のＭＭＥ　１６に送信される。
【００４２】
　ステップ４０３：第１のＭＭＥ　１６は、Ｓ１ＡＰハンドオーバー要求を第２の無線基
地局１４に送信する。
【００４３】
　ステップ４０４：第２の無線基地局１４は、ユーザ機器１８のハンドオーバーを受け付
け、Ｓ１ＡＰハンドオーバー要求承認を第１のＭＭＥ　１６に送信する。
【００４４】
　ステップ４０５：第１のＭＭＥ　１６は、Ｓ１メッセージ、いわゆるＳ１ＡＰハンドオ
ーバーコマンド中で、ハンドオーバー試行の結果でドナー無線基地局１２に応答すること
がある。
【００４５】
　ステップ４０６：ドナー無線基地局１２は、Ｓ１ＡＰハンドオーバーコマンドを中継ノ
ード１０に転送する。これは、図１７のステップ１７０５の実施例である。応答は、Ｓ１
ＡＰタイプとして定義されたタイプであるため、中継ノード１０は、Ｘ２接続性が利用で
きないことを学習し、後または将来の使用のためこの情報を記憶する。
【００４６】
　これは、中継ノード１０が隣接無線基地局へのＸ２接続性の存在を長時間に亘って徐々
に学習し、記憶することになることを意味する。
【００４７】
　ハンドオーバー・メッセージを使用する全学習手順の一部の実施形態の概要が図５に示
される。
【００４８】
　ステップ５０１：中継ノード１０は、ユーザ機器１８から、第２の無線基地局１４の第
２のセル１５へのハンドオーバーを指示する受信信号強度の測定報告を受信することがあ
る。この測定報告は、ＲＲＣ－ＵＥ測定報告によって表されることがある。
【００４９】
　ステップ５０２：中継ノード１０は、第２の無線基地局１４がドナー無線基地局１２へ
のＸ２接続性を有することが分かること、第２の無線基地局１４がドナー無線基地局１２
へのＸ２接続性を有しないことが分かること、または、第２の無線基地局１４とドナー無
線基地局１２との間の無線ネットワーク接続タイプが分からないことがある。
【００５０】
　ステップ５０３：中継ノード１０が第２の無線基地局１４がドナー無線基地局１２への
Ｘ２接続性を有しないことが分かるとき、中継ノード１０は、ドナー無線基地局１２を介
してＳ１ＡＰハンドオーバー要求済を第２のＭＭＥ　１７に送信することがある。
【００５１】
　ステップ５０４：ステップ５０３の後、Ｓ１ハンドオーバー手順は、通常の方法で継続
することがある。このようにして、通常のＳ１ハンドオーバーが行われる。
【００５２】
　ステップ５０５：中継ノード１０が第２の無線基地局１４がドナー無線基地局１２への
Ｘ２接続性を有することが分かるとき、中継ノード１０は、ユーザ機器１８のＸ２ＡＰハ
ンドオーバー要求をドナー無線基地局１２に送信する。
【００５３】
　ステップ５０６：ステップ５０５の後、Ｘ２ハンドオーバー手順は、通常の方法で継続
することがある。このようにして、通常のＸ２ハンドオーバーが行われる。
【００５４】
　ステップ５０７：中継ノード１０が第２の無線基地局１４がドナー無線基地局１２への
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Ｘ２接続性を有するか否かが分からないとき、中継ノード１０は、本明細書における実施
形態に応じて、ユーザ機器１８のＸ２ＡＰハンドオーバー要求をドナー無線基地局１２に
送信することがある。これは、図１５のステップ１５０１の実施例である。
【００５５】
　ステップ５０８：ドナー無線基地局１２は、第２の無線基地局１４とドナー無線基地局
１２との間の無線ネットワーク接続のタイプについての事前知識、すなわち、記憶された
情報に基づいて、第２の無線基地局１４とドナー無線基地局１２との間のＸ２接続性が存
在するか否かを決定する。
【００５６】
　ステップ５０９：ドナー無線基地局１２がターゲット無線基地局１４とも呼ばれること
がある第２の無線基地局１４へのＸ２接続性を有するとき、通常のＸ２ハンドオーバー手
順が行われることになる。
【００５７】
　ステップ５１０：ステップ５０９の後、中継ノード１０は、第２の無線基地局１４への
Ｘ２が存在することを記憶することによりこの中継ノードのＸ２接続性情報を更新する。
これは、図１５のステップ１５０４の実施例である。
【００５８】
　ステップ５１１：ドナー無線基地局１２が第２の無線基地局１４へのＸ２接続性を有し
ない場合、ドナー無縁基地局１２は、ユーザ機器１８のためのＳ１ＡＰハンドオーバー要
求済を第１のＭＭＥ　１６に送信する。
【００５９】
　ステップ５１２：中継ノード１０は、最終的に、ドナー無線基地局１２を介して第１の
ＭＭＥ　１６からＳ１ＡＰハンドオーバーコマンドを受信する。これは、図１５のステッ
プ１５０２の実施例である。
【００６０】
　ステップ５１３：ステップ５１２の後、次に、通常のＳ１ハンドオーバーが行われる。
【００６１】
　ステップ５１４：受信されたアプリケーション・プロトコルのタイプがＳ１ＡＰタイプ
であったとき、中継ノード１０は、次に、第２の無線基地局１４へのＸ２が存在しないこ
とを記憶することにより中継ノードのＸ２接続性情報を更新する。第２の無線基地局は、
ターゲット無線基地局と呼ばれることもある。これは、図１５のステップ１５０４の実施
例である。
【００６２】
　このようにして、中継ノード１０は、無線ネットワーク接続タイプを学習し、記憶し、
その結果、将来または後の使用の際に性能を改善する。
【００６３】
　一部の実施形態では、中継ノード１０は、関連するＸ２メッセージをＸ２接続性が未知
である個々の隣接無線基地局１４にシグナリングすることがある。Ｘ２が確立された場合
、中継ノード１０は、予想されるＸ２応答を受信することになる。しかし、Ｘ２が確立さ
れない場合、ドナー無線基地局１２は、Ｘ２接続性が見つからないことを指示する失敗ま
たは拒絶原因で中継ノード１０に応答する。これらの手順は、Ｘ２メッセージがｅＮＢ構
成更新メッセージであるとみなす図６および図７に例示されているが、他のＸ２メッセー
ジが類似した形式で使用されることがある。
【００６４】
　図６は、Ｘ２ＡＰが使用される一部の実施形態によるＸ２プロービング方法を明らかに
する。
【００６５】
　ステップ６０１：中継ノード１０は、Ｘ２接続性が調べられる第２の無線基地局１４を
ターゲットにしてＸ２ＡＰ　ｅＮＢ構成更新メッセージをドナー無線基地局１２に送信す
る。これは、図１５のステップ１５０１の実施例である。
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【００６６】
　ステップ６０２：第２の無線基地局１４は、Ｘ２ＡＰ　ｅＮＢ構成更新承認メッセージ
を送信する。これは、Ｘ２がドナー無線基地局１２と他の第２の無線基地局１４との間に
確立されているケースである。第２の無線基地局１４へのこのインターフェース接続は、
次に、中継ノード１０に記憶される。
【００６７】
　図７は、Ｘ２ＡＰが使用される一部の実施形態によるＸ２プロービング方法を明らかに
する。
【００６８】
　ステップ７０１：中継ノード１０は、Ｘ２接続性が調べられる第２の無線基地局１４を
ターゲットにしてｅＮＢ構成更新メッセージをドナー無線基地局１２に送信または伝送す
る。これは、図１５のステップ１５０１の実施例である。
【００６９】
　ステップ７０２：ドナー無線基地局１２は、ｅＮＢ構成更新失敗メッセージを中継ノー
ド１０に送信する。これは、Ｘ２がドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との間
に確立されないケースであり、Ｘ２がドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との
間で見つからないという事実は、専用失敗原因、たとえば、「Ｘ２接続性が見つからない
」にコード化されることがある。Ｓ１接続であると決定されたこの無線ネットワーク接続
は、次に、第２の無線基地局１４に関連して中継ノード１０に記憶される。
【００７０】
　図８は、類似しているが、しかし、さらに代替的な実施形態を示し、この実施形態では
、中継ノード１０は、ハンドオーバーシグナリングのためＳ１を使用することを試み、ド
ナー無線基地局１２の応答からＸ２サポートに関して学習する。Ｘ２が確立される一部の
実施形態では、ドナー無線基地局１２は、Ｓ１メッセージを対応する初期ハンドオーバー
Ｘ２メッセージに変換することがあり、中継ノード１０は、ドナー無線基地局１２からの
Ｘ２応答からＸ２サポートを学習することがある。Ｘ２応答メッセージは、ＵＥコンテキ
ストまたは元のＳ１メッセージに関連した情報を含むことがあるので、中継ノード１０は
、Ｓ１手順とＸ２手順とを一体的に連結することがあり、すなわち、中継ノードは、Ｘ２
メッセージがＳ１メッセージへの応答であることが分かる。この情報は、一時的なコンテ
キストもしくはトランザクションＩＤ、または、ユーザ機器１８に関連した他の情報を含
むことがある。
【００７１】
　図８は、Ｘ２が確立されているが、中継ノード１０がＳ１ＡＰを使用してハンドオーバ
ー手順を開始した場合に、Ｘ２ハンドオーバーシグナリングへのＳ１ハンドオーバー準備
を示す。
【００７２】
　ステップ８０１：中継ノード１０は、Ｓ１ＡＰハンドオーバー要求済をドナー無線基地
局１２に送信する。これは、図１５のステップ１５０１の実施例である。
【００７３】
　ステップ８０２：ドナー無線基地局１２は、Ｓ１メッセージをＸ２メッセージに変換し
、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求を第２の無線基地局１４に送信する。
【００７４】
　ステップ８０３：第２の無線基地局１４は、ハンドオーバー要求を承認してＸ２ＡＰハ
ンドオーバー要求承認をドナー無線基地局１２に送信する。
【００７５】
　ステップ８０４：ドナー無線基地局１２は、次に、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求承認を
中継ノード１０に転送する。これは、図１７のステップ１７０５の実施例である。
【００７６】
　中継ノード１０は、次に、受信されたＸ２メッセージに基づいて第２の無線基地局１４
へのＸ２が存在することを記憶する。
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【００７７】
　図９は、無線通信ネットワークの概略を示す。無線通信ネットワークは、中継ノード１
０によってサービスを提供されるユーザ機器１８を備える。中継ノード１０は、Ｘ２接続
およびＳ１接続でドナー無線基地局１２に接続されている。ドナー無線基地局１２は、Ｘ
２接続で第２の無線基地局１４に接続され、さらに第３の無線基地局１９に隣接している
。しかし、第３の無線基地局１９へのＸ２接続は、存在しない。個々の無線基地局１２、
１４、１９は、それぞれのＳ１接続を越えて第１のＭＭＥ　１６に接続されている。
【００７８】
　ＬＴＥは、自動隣接関係（ＡＮＲ）機能を特色とすることがあり、この機能では、ユー
ザ機器１８は、物理セルＩＤ（ＰＣＩ）、Ｅ－ＵＴＲＡＮセル・グローバル識別子（ＥＣ
ＧＩ）、ユーザ機器のサービング無線基地局、例示された実施例では、中継ノード１０に
達する発見されたセルのトラッキング・エリア（ＴＡ）のような一意セル識別情報を検出
し、報告することがある。この機能は、その結果、ＵＥ　ＡＮＲと呼ばれる。ドナー無線
基地局１２がサービスを提供されるユーザ機器１８によって発見された近傍無線基地局、
たとえば、第２の無線基地局１４に関して通知されるとき、ドナー無線基地局は、Ｘ２Ａ
ＰおよびＳ１ＡＰを使用してＸ２接続確立を開始することがある。ドナー無線基地局１２
は、接続をセットアップするために、発見された隣接無線基地局のトランスポート・ネッ
トワーク層（ＴＮＬ）インターネット・プロトコル（ＩＰ）アドレス、略してＴＮＬアド
レスを必要とする。ＴＮＬアドレスは、第１のＭＭＥ　１６およびバックを介して「コン
フィギュレーション・トランスファ」メッセージを使用して隣接無線基地局に復元される
ことがある。これらの「コンフィギュレーション・トランスファ」メッセージは、自己組
織化ネットワーク（ＳＯＮ）情報転送情報要素（ＩＥ）を含むことがある。ＳＯＮ情報転
送ＩＥは、隣接無線基地局、たとえば、第２の無線基地局１４への途中にある両方の無線
基地局の無線基地局ＩＤを含むことがある。ＳＯＮ情報転送ＩＥは、付加的または代替的
に、元のドナー無線基地局１２へ戻る途中にあるＴＮＬアドレスを含むことがある。第２
の無線基地局１４のＴＮＬアドレスを用いると、ドナー無線基地局１２は、Ｘ２接続を確
立することがあり、所定の場所でこの接続を用いると、ドナー無線基地局１２および隣接
する第２の無線基地局１４は、無線基地局ＩＤおよびサービス被提供セルに関する情報を
交換することがある。
【００７９】
　中継ノード１０のためのＡＮＲ機能は、中継ノード１０がこの中継ノードのサービング
ドナー無線基地局１２のｅＮＢ　ＩＤを含むセル識別子を同報通信する場合、実現し易く
される。これは、隣接する第２の無線基地局１４が中継ノード１０を発見するとき、ＴＮ
Ｌアドレス・リカバリ手順は、中継ノード１０のドナー無線基地局１２のＴＮＬアドレス
を返送することになり、Ｘ２が隣接する第２の無線基地局１４とドナー無線基地局１２と
の間に確立されることになることを意味する。
【００８０】
　本明細書における一部の実施形態によれば、以下の４つのケースが考慮される。
１　中継ノード１０は、ＵＥ　ＡＮＲを介して、隣接無線基地局、たとえば、第２の無線
基地局１４または第３の無線基地局１９を発見する。
　ａ．Ｘ２は、隣接無線基地局と、第２の無線基地局１４と、ドナー無線基地局１２との
間に確立される。
　ｂ．Ｘ２は、隣接無線基地局と、第３の無線基地局１９と、ドナー無線基地局１２との
間に確立されない。
【００８１】
２　隣接無線基地局１４、１９は、ＵＥ　ＡＮＲを介して中継ノード１０を発見する。
　ａ．Ｘ２は、隣接無線基地局と、第２の無線基地局１４と、ドナー無線基地局１２との
間に確立される。
　ｂ．Ｘ２は、隣接無線基地局と、第３の無線基地局１９と、ドナー無線基地局１２との
間に確立されない。
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【００８２】
　これらのケースは、図９に示され、図９では、Ｘ２がドナー無線基地局１２と第２の無
線基地局１４との間に確立されているが、ドナー無線基地局１２と第３の無線基地局１９
との間に確立されていない。中継ノード１０は、第２の無線基地局１４と第３の無線基地
局１９のいずれによってもサービスを提供されないセルと隣接関係がない。さらに、中継
ノード１０の無線基地局ＩＤは、ドナー無線基地局１２の無線基地局ＩＤであると仮定す
る。無線基地局ＩＤは、ｅＮＢ　ＩＤと呼ばれることもある。中継ノード１０が様々なケ
ースにおいてそれぞれの隣接無線基地局１４、１９への無線ネットワーク接続のタイプを
どのようにして獲得するかは、以下に例示される。
【００８３】
　図１０は、Ｘ２が隣接する第２の無線基地局１４とドナー無線基地局１２との間に確立
される前述のケース１ａ）の概略的な組み合わされたフローチャートおよびシグナリング
図である。
【００８４】
　ステップ１００１：中継ノード１０は、ユーザ機器１８からｅＮＢ　ＩＤを受信するこ
とによって、第２の無線基地局１４によりサービスを提供されるセルを発見することがあ
る。ユーザ機器１８のＵＥ　ＡＮＲ機能は、第２の無線基地局１４のｅＮＢ　ＩＤ（ｅＮ
Ｂ＿ＩＤ＿ｅＮＢ１４）を見つけ、ＴＮＬアドレス・リカバリを開始する中継ノード１０
にこのｅＮＢ　ＩＤを提供する。
【００８５】
　ステップ１００２：中継ノード１０は、次に、ＳＯＮ情報転送ＩＥを含むＳ１ＡＰ　ｅ
ＮＢ構成転送メッセージをドナー無線基地局１２に送信することがある。受信されたｅＮ
Ｂ　ＩＤは、第１のＭＭＥ　１６に転送され、さらに、ＴＮＬアドレスを復元するために
第２の無線基地局１４に転送されることが予定された、中継ノード１０からのＳＯＮ情報
転送ＩＥにおいて使用される。このステップは、図１５のステップ１５０１の実施例であ
る。
【００８６】
　ステップ１００３：しかし、ドナー無線基地局１２は、第２の無線基地局１４へのＸ２
が確立されているので、ＴＮＬアドレス・リカバリ手順が終了されるかもしれない、とい
う判断を下すことがある。その代わりに、ドナー無線基地局１２は、第２の無線基地局１
４に代わって、第２の無線基地局１４の全詳細を含むＸ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求メ
ッセージをコンパイルする。一見したところ、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求メッセー
ジは、第２の無線基地局１４自体から発生し、グローバルｅＮＢ　ＩＤは、第２の無線基
地局１４のｅＮＢ　ＩＤであるように思われる。ドナー無線基地局１２と中継ノード１０
との間のＸ２接続は、影響されないことに注意されたし。ドナー無線基地局１２は、次に
、第２の無線基地局１４に代わって、第２の無線基地局１４のグローバルｅＮＢ　ＩＤを
指示するＸ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求をシグナリングし、そして、ドナー無線基地局
１２と中継ノード１０との間の既存のＸ２接続を使用して情報を交換する唯一の手段であ
る。
【００８７】
　代替的に、ドナー無線基地局１２は、第２の無線基地局１４に代わって、中継ノード１
０へのＸ２ＡＰ　ｅＮＢ構成更新メッセージをコンパイルすることがある。しかし、中継
ノード１０は、サービス被提供セル情報ＩＥ中のＥＣＧＩからｅＮＢ　ＩＤの観点でメッ
セージ起点を明らかにする必要があるので、これは、あまり直観的ではない。これらのＸ
２ＡＰ　ｅＮＢ構成更新メッセージは、Ｘ２が少なくとも後の段階で確立される場合、コ
ンパイルされることもある。
【００８８】
　これらの実施形態は、以下の２つの実施形態を含めて、既存のシグナリングを使用する
ことがある。
【００８９】
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　ドナー無線基地局１２は、Ｘ２がドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との間
で利用可能である場合、中継ノード１０によって第２の無線基地局１４のｅＮＢ　ＩＤを
指示するＳ１ＡＰを介する開始後のＴＮＬアドレス・リカバリを終了させることがある。
ドナー無線基地局１２は、代替的または付加的に、中継ノード１０によって開始された第
２の無線基地局１４へのＴＮＬアドレス・リカバリに関する情報を記憶することがある。
さらに、Ｘ２がドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との間で利用可能である場
合、または、利用可能になる場合、ドナー無線基地局１２は、第２の無線基地局１４に代
わって、第２の無線基地局１４に関する全詳細を含めて、中継ノード１０へのＸ２ＡＰ　
Ｘ２セットアップ要求またはＸ２ＡＰ　ｅＮＢ構成更新をコンパイルすることがある。
【００９０】
　中継ノード１０は、第２の無線基地局１４に代わって、ドナー無線基地局１２によって
送信されたＸ２メッセージを受信し次第、ドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４
との間のＸ２利用可能性を明らかにする。
【００９１】
　一部の実施形態では、ドナー無線基地局１２は、第２の無線基地局１４のＴＮＬアドレ
スを含めて、中継ノード１０へのＭＭＥ構成転送メッセージ中のＳＯＮ情報転送ＩＥをコ
ンパイルすることがある。このステップは、図１７のステップ１７０５の実施例である。
【００９２】
　ステップ１００４：中継ノード１０は、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ応答をドナー無線
基地局１２に送信することより、受信されたＸ２セットアップに応答する。
【００９３】
　中継ノード１０は、このようにして、Ｘ２接続がセットアップされる実施例では、受信
されたアプリケーション・プロトコルのタイプに基づいて、ドナー無線基地局１２と第２
の無線基地局１４との間で、無線接続のタイプを獲得する。中継ノード１０は、第２の無
線基地局１４と後で通信するときに、Ｘ２ベースの通信を選択するためこの情報を記憶す
る。
【００９４】
　このように、一部の実施形態では、Ｘ２接続性についての知識は、第２の無線基地局１
４に代わって送信されたＸ２メッセージによりドナー無線基地局１２から中継ノード１０
によって獲得される。これは、Ｘ２メッセージがドナー無線基地局１２によってコンパイ
ルされているが、Ｘ２メッセージが第２の無線基地局１４から発生しているように、第２
の無線基地局１４からの情報を含むことを意味する。
【００９５】
　図１１は、Ｘ２が第３の無線基地局１９とドナー無線基地局１２との間に確立されない
前述のケース１ｂ）の概略的な組み合わされたフローチャートおよびシグナリング図であ
る。
【００９６】
　ステップ１１０１：ＵＥ　ＡＮＲ機能は、図１０のステップ１００１に記載されている
ように第３の無線基地局１９のｅＮＢ　ＩＤ（ｅＮＢ＿ＩＤ＿ｅＮＢ１９）を提供するこ
とがある。
【００９７】
　ステップ１１０２：中継ノード１０は、次に、ＳＯＮ情報転送ＩＥを含むＳ１ＡＰ　ｅ
ＮＢ構成転送メッセージをドナー無線基地局１２に送信することがある。受信されたｅＮ
Ｂ　ＩＤは、第１のＭＭＥ　１６に転送され、さらに、ＴＮＬアドレスを復元するために
、第３の無線基地局１９に転送されることが予定された中継ノード１０からのＳＯＮ情報
転送ＩＥで使用される。このステップは、図１５のステップ１５０１の実施例である。
【００９８】
　ステップ１１０３：ドナー無線基地局１２は、次に、Ｓ１ＡＰ　ｅＮＢ構成転送メッセ
ージを第１のＭＭＥ　１６に転送することがある。
【００９９】



(17) JP 5778266 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

　ステップ１１０４：第１のＭＭＥ　１６は、次に、第３の無線基地局１９のＴＮＬアド
レスを復元するために、Ｓ１ＡＰ　ＭＭＥ構成転送メッセージを第３の無縁基地局１９に
伝送することがある。指示されたソース無線基地局は、中継ノード１０のｅＮＢ　ＩＤに
等しいので、既にドナー無線基地局１２のｅＮＢ　ＩＤである。
【０１００】
　ステップ１１０５：第３の無線基地局１９は、第１のＭＭＥ　１６へのＳ１ＡＰ　ｅＮ
Ｂ構成転送メッセージにおいてこれのＴＮＬアドレスで応答することがある。
【０１０１】
　ステップ１１０６：第１のＭＭＥ　１６は、次に、Ｓ１ＡＰ　ＭＭＥ構成転送メッセー
ジをドナー無線基地局１２に送信する。
【０１０２】
　ステップ１１０７：ドナー無線基地局１２および第３の無線基地局１９は、次に、Ｘ２
　ＴＮＬ確立を開始することがある。
【０１０３】
　ステップ１１０８：Ｘ２　ＴＮＬ確立が成功した場合、ドナー無線基地局１２および隣
接する第３の無線基地局１９は、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求／応答を使用して情報
を交換する。最初に、ドナー無線基地局１２は、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求を第３
の無線基地局１９に送信する。
【０１０４】
　ステップ１１０９：次に、第３の無線基地局１９は、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ応答
を送信することにより要求に応答することがある。
【０１０５】
　ステップ１１１０：第３の無線基地局１９とドナー無線基地局１２との間のＸ２を越え
る直接的な通信では、送信側の無線基地局、たとえば、第３の無線基地局１９は、識別の
ためこれのグローバルｅＮＢ　ＩＤをメッセージ中に入れる。このステップでは、ドナー
無線基地局１２は、第３の無線基地局１９に代わって、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求
メッセージをコンパイルすることがあり、これは、ドナー無線基地局１２が第３の無線基
地局１９のグローバルｅＮＢ　ＩＤを入れ、これを中継ノード１０に送信することを意味
する。このメッセージは、あたかもこのメッセージが第３の基地局１９から発生したかの
ような情報を含む。このメッセージは、トラッキング・エリア・コード（ＴＡＣ）および
伝送パラメータと、隣接情報と、グローバル一意（ＧＵ）グループＩＤとをさらに含むこ
とがある。一見したところ、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求メッセージは、第３の無線
基地局１９自体から発生したかのように思われる。これは、Ｘ２利用可能性を第３の無線
基地局１９に明らかにするために中継ノード１０によって使用される。
【０１０６】
　代替案として、ドナー無線基地局１２は、Ｘ２利用可能性について通知するために第３
の無線基地局１９から中継ノード１０にＸ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ応答を転送する。し
かし、これは、これらの手順がマクロ無線基地局間で使用される方法とはあまり一貫して
いない。
【０１０７】
　このステップは、図１７のステップ１７０５の実施例である。
【０１０８】
　ステップ１１１１：中継ノード１０は、Ｘ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ応答をドナー無線
基地局１２に送信する。中継ノード１０は、Ｘ２がドナー無線基地局１２と第３の無線基
地局１９との間にセットアップされたという情報をさらに記憶する。
【０１０９】
　このようにして、中継ノード１０は、Ｘ２　ＴＮＬ確立を待機する間に、または、Ｘ２
　ＴＮＬ確立が失敗した場合に、第３の無線基地局１９にシグナリングするためにＳ１を
使用する。この代替案は、既存のシグナリングを使用して解決されることがあり、ここで
、ドナー無線基地局１２は、中継ノード１０によって開始された、第２または第３の無線
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基地局のような隣接無線基地局へのＴＮＬアドレス・リカバリに関する情報を記憶する。
ドナー無線基地局１２は、次に、Ｘ２がドナー無線基地局１２と隣接無線基地局との間で
利用可能である場合、または、利用可能になるとき、隣接無線基地局に代わって、隣接無
線基地局に関する全詳細を含んで、中継ノード１０へのＸ２ＡＰ　Ｘ２セットアップ要求
またはＸ２ＡＰ　ｅＮＢ構成更新メッセージをコンパイルする。
【０１１０】
　中継ノード１０は、このようにして、隣接無線基地局に代わってドナー無線基地局によ
って送信されたＸ２メッセージを受信し次第、ドナー無線基地局１２と隣接無線基地局と
の間のＸ２利用可能性を明らかにする。
【０１１１】
　一部の実施形態では、ドナー無線基地局１２は、隣接無線基地局のＴＮＬアドレスを含
んで、ＭＭＥ構成転送メッセージを中継ノード１０に転送することがある。これは、中継
ノード１０によってＸ２がドナー無線基地局１２と第３の無線基地局１９との間に確立さ
れていることを確認する別の手段としてみなされることがあり得る。これは、中継ノード
１０によってＴＮＬアドレス・リカバリが成功したことの確認としてみなされることもあ
り得る。ＭＭＥ構成転送メッセージは、Ｓ１を介して、すなわち、従来的に第１のＭＭＥ
　１６を介して、第３の無線基地局１９からの情報、たとえば、ソースｅＮＢ－ＩＤ、Ｘ
２　ＴＮＬ構成情報をドナー無線基地局１２に転送するため使用されることがある。中継
ノード１０は、この中継ノードのセルの情報に関して学習するためにこの情報を使用する
ことがある。これは、Ｓ１を越えて隣接情報を送信する方法である。
【０１１２】
　図１２は、ケース２ａに記載されるように、第２の無線基地局１４から発生し、そして
、ドナー無線基地局１２によって中継ノード１０に転送された着信するハンドオーバー要
求を介してＸ２接続性の知識が獲得される方法の概略図である。
【０１１３】
　ステップ１２０１：隣接無線基地局、たとえば、第２の無線基地局１４は、ＵＥ　ＡＮ
Ｒを介して中継ノード１０を発見することがある。たとえば、第２の無線基地局１４によ
ってサービスを提供される別のユーザ機器は、中継セル１１の信号強度測定値を報告する
。
【０１１４】
　ステップ１２０２：Ｘ２は、第２の無線基地局１４とドナー無線基地局１２との間に確
立され、このケースでは、ドナー無線基地局１２は、中継ノード１０の始動時に、Ｘ２Ａ
Ｐ　ｅＮＢ構成更新メッセージを介して、またはＸ２が確立されたときに、Ｘ２ＡＰ　Ｘ
２セットアップ要求を介して、中継ノード１０とこの中継ノードのサービス被提供セルと
に関して第２の無線基地局１４に既に通知している。その結果、第２の無線基地局１４が
中継ノード１０によってサービスを提供される中継セル１１を発見したとき、第２の無線
基地局は、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求をドナー無線基地局１２に送信することにより、
ハンドオーバー準備を直ちに開始することがある。
【０１１５】
　ステップ１２０３：Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求は、ターゲットセルＥＣＧＩを含むこ
とがあり、これから、ドナー無線基地局１２は、発見されたセルが中継ノード１０によっ
てサービスを提供されていると判断を下すことがあり、そして、Ｘ２ＡＰハンドオーバー
要求を中継ノード１０に転送する。これは、図１７のステップ１７０５の実施例である。
【０１１６】
　本明細書における実施形態によれば、中継ノード１０は、第２の無線基地局１４を認識
し、さらに、ハンドオーバー要求のタイプに基づいて、無線ネットワーク接続のタイプ、
たとえば、Ｘ２利用可能性を認識する。中継ノード１０は、付加的に、第２の無線基地局
１４に関連してこの情報を記憶する。
【０１１７】
　ステップ１２０４：中継ノード１０は、次に、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求承認をドナ
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ー無線基地局１２に伝送することがある。
【０１１８】
　ステップ１２０５：ドナー無線基地局１２は、次に、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求承認
を第２の無線基地局１４に転送する。
【０１１９】
　この代替案は、既存のシグナリングおよびノード挙動によって取り扱われることがある
。
【０１２０】
　図１３は、ケース２ｂに記載されるように、Ｘ２が隣接無線基地局、たとえば、第３の
無線基地局１９と、ドナー無線基地局１２との間に確立されない一部の実施形態の概略図
である。
【０１２１】
　このケースは、Ｘ２確立ステップを含む点を除いて、Ｘ２が確立されたケースと本質的
に類似している。
【０１２２】
　ステップ１３０１：隣接無線基地局、たとえば、第３の無線基地局１９は、ＵＥ　ＡＮ
Ｒを介して中継ノード１０を発見する。たとえば、第３の無線基地局１９によってサービ
スを提供される別のユーザ機器は、中継セル１１の信号強度測定値を報告する。
【０１２３】
　ステップ１３０２：Ｘ２が確立されていないので、第３の無線基地局１９は、中継ノー
ド１０のｅＮＢ　ＩＤがドナー無線基地局１２のためのｅＮＢ　ＩＤと同じであるため、
ドナー無線基地局１２に向かうＳ１を介してＴＮＬアドレス・リカバリを開始する。この
ようにして、第３の無線基地局１９は、Ｓ１　ｅＮＢ構成転送メッセージを第１のＭＭＥ
　１６に送信する。
【０１２４】
　ステップ１３０３：第１のＭＭＥ　１６は、Ｓ１ＡＰ　ＭＭＥ構成転送メッセージをド
ナー無線基地局１２に送信する。
【０１２５】
　ステップ１３０４：ドナー無線基地局１２は、Ｓ１ＡＰ　ｅＮＢ構成転送メッセージを
第１のＭＭＥ　１６に送信する。
【０１２６】
　ステップ１３０５：第１のＭＭＥ　１６は、Ｓ１　ＭＭＥ構成転送メッセージを第３の
無線基地局１９に送信する。
【０１２７】
　ステップ１３０６：ドナー無線基地局１２および第３の無線基地局１９は、次に、ＴＮ
Ｌ確立プロセスを開始し、実行する。
【０１２８】
　ステップ１３０７：最終的に、第３の無線基地局１９とドナー無線基地局１２との間の
Ｘ２　ＴＮＬ確立が完了したとき、サービス被提供セル情報は、Ｘ２ＡＰ、Ｘ２セットア
ップ要求／応答を使用して、無線基地局１９、１２の間で共用される。このようにして、
第３の無線基地局１９は、Ｘ２セットアップ要求をドナー無線基地局１２に送信する。
【０１２９】
　ステップ１３０８：ドナー無線基地局１２は、Ｘ２セットアップ応答を第３の無線基地
局１９に送信することにより応答する。
【０１３０】
　ステップ１３０９：Ｘ２が既に確立されていたケースと同様に、中継ノード１０は、第
３の無線基地局１９がＸ２ＡＰを介してハンドオーバー準備を開始するまで、Ｘ２利用可
能性に関して通知されない。第３の無線基地局１９は、このようにして、Ｘ２ハンドオー
バー要求をドナー無線基地局１２に送信する。
【０１３１】
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　ステップ１３１０：ドナー無線基地局１２は、次に、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求を中
継ノード１０に転送する。これは、図１７のステップ１７０５の実施例である。
【０１３２】
　中継ノード１０は、次に、受信されたメッセージに基づいて無線ネットワーク接続タイ
プを明らかにし、第３の無線基地局１９の識別情報に関連してタイプを記憶する。
【０１３３】
　ステップ１３１１：中継ノード１０は、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求承認をドナー無線
基地局１２に送信する。
【０１３４】
　ステップ１３１２：ドナー無線基地局１２は、次に、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求承認
を第３の無線基地局１９に転送する。
【０１３５】
　Ｘ２確立が禁止されるか、または、失敗する場合、Ｓ１シグナリングが代わりに使用さ
れる。この代替案は、このように、既存のシグナリングおよび挙動によって取り扱われる
こともある。このようにして、中継ノード１０は、ドナー無線基地局によって転送された
、着信するＸ２ハンドオーバー要求からＸ２利用可能性を明らかにすることがある。
【０１３６】
　図１４は、Ｘ２が制御されるか、または、故障に起因して、ドナー無線基地局と第２の
無線基地局１４のような隣接ｅＮＢとの間で切断される実施形態を概略的に示す。
【０１３７】
　ステップ１４０１：ドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４との間のＸ２接続が
切断される。
【０１３８】
　ステップ１４０２：中継ノード１０は、切断に関してドナー無線基地局１２によって通
知される必要があることがある。一実施例は、ドナー無線基地局１２が第２の無線基地局
１４に代わって、Ｘ２ＡＰリセットメッセージをコンパイルし、Ｘ２ＡＰリセット要求メ
ッセージを中継ノード１０に送信することである。このステップは、図１７のステップ１
７０５の実施例である。
【０１３９】
　このようにして、中継ノード１０は、アプリケーション・プロトコルのタイプと、その
結果、無線ネットワーク接続のタイプとに関して通知される。中継ノード１０は、第２の
基地局１４へのＸ２がもはや存在しないことを記憶する。これは、隣接無線基地局へのＸ
２利用不可能性を明らかにするために中継ノード１０によって使用されることがある。
【０１４０】
　ステップ１４０３：中継ノード１０は、Ｘ２ＡＰリセット応答を第２の無線基地局１４
に送信することがある。
【０１４１】
　一部の一般的な実施形態によるドナー無線基地局１２と前述の第２の無線基地局１４と
呼ばれる無線基地局１４との間の無線ネットワーク接続のタイプに関する情報を獲得する
中継ノード１０における方法ステップが以下で図１５に表されたフローチャートを参照し
て説明される。これらのステップは、後述の順序で行われる必要はなく、適当な順序で行
われればよい。中継ノード１０およびドナー無線基地局１２は、無線通信ネットワークに
含まれ、ドナー無線基地局１２は、中継ノード１０にサービスを提供する。
【０１４２】
　ステップ１５０１：破線によって指示されるような一部の実施形態では、中継ノード１
０は、ドナー無線基地局１２を越えて無線基地局１４に無線ネットワーク・アプリケーシ
ョン・プロトコルの第１のタイプの通信メッセージを伝送することによって無線基地局１
４への無線アクセスネットワーク通信を開始することがある。受信されたメッセージ、す
なわち、応答は、無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルの第１のタイプ、た
とえば、Ｘ２ＡＰ、または、第２のタイプ、たとえば、Ｓ１ＡＰを指示している。
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【０１４３】
　一部の実施形態では、通信メッセージは、Ｓ１構成ＡＮＲメッセージのような無線基地
局１４によってサービスを提供される被検出セルのアドレス・リカバリのための情報を備
える。一部の実施形態では、測定報告は、中継ノード１０によって制御される無線通信ネ
ットワークのセル内のユーザ機器１８から受信される。測定報告は、無線基地局１４の被
検出セルのセル識別情報を指示することがある。たとえば、ユーザ機器１８は、被検出セ
ル、たとえば、ブロードキャストチャネルにおいて検出されるセル識別情報を検出するＡ
ＮＲ機能性を備えることがある。
【０１４４】
　一部の実施形態では、通信メッセージは、無線基地局１４の被検出セルへの第１のタイ
プの無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルのハンドオーバー要求メッセージ
、たとえば、Ｘ２またはＳ１ハンドオーバー要求を含むことがある。
【０１４５】
　ステップ１５０２：中継ノード１０は、ドナー無線基地局１２からメッセージを受信す
る。このメッセージは、無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルのタイプ、た
とえば、第１のタイプまたは第２のタイプを指示し、このタイプは、ドナー無線基地局１
２と無線基地局１４との間の無線ネットワーク接続のタイプに関連している。
【０１４６】
　通信メッセージがアドレス・リカバリのための情報を含むことがある一部の実施形態で
は、受信されたメッセージは、無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルの第１
のタイプまたは第２のタイプ、たとえば、Ｘ２セットアップまたはＳ１セットアップのセ
ットアップ要求を含むことがある。
【０１４７】
　ハンドオーバー要求が送信された一部の実施形態では、受信されたメッセージは、無線
ネットワーク・アプリケーション・プロトコルの第１のタイプまたは第２のタイプ、たと
えば、Ｘ２もしくはＳ１コマンドまたは確認済を指示するハンドオーバー確認を含む。
【０１４８】
　一部の実施形態では、受信されたメッセージは、無線ネットワーク・アプリケーション
・プロトコルのタイプを指示するハンドオーバー要求、たとえば、Ｓ１またはＸ２ハンド
オーバー要求を含むことがある。
【０１４９】
　一部の実施形態では、受信されたメッセージは、ドナー無線基地局１２と無線基地局１
４、１９との間の無線ネットワーク接続のタイプを明示的に提示する。たとえば、ドナー
無線基地局１２は、新しい明示的なメッセージまたは既存のメッセージ中の新しい情報要
素（ＩＥ）において無線基地局１４へのＸ２サポートに関して中継ノード１０に通知する
ことがある。
【０１５０】
　一部の実施形態では、受信されたメッセージは、無線通信ネットワークの無線アクセス
ネットワークにおけるピア・ツー・ピア接続を指示するアプリケーション・プロトコル・
メッセージによって表されることがある。受信されたメッセージは、代替的に、無線通信
ネットワークのコアネットワークにおいて終端される接続を指示するアプリケーション・
プロトコル・メッセージによって表されることがある。
【０１５１】
　ステップ１５０３：中継ノード１０は、メッセージ中で指示された無線ネットワーク・
アプリケーション・プロトコルのタイプに基づいて無線ネットワーク接続のタイプを決定
する。
【０１５２】
　受信されたメッセージがハンドオーバー要求を含む一部の実施形態では、中継ノード１
０は、ハンドオーバー要求中で指示されたタイプに基づいて無線ネットワーク接続のタイ
プを決定する。
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【０１５３】
　ステップ１５０４：中継ノード１０は、無線基地局１４と後で通信するとき、無線ネッ
トワーク接続のタイプを選択するため、無線基地局１４に関連して無線ネットワーク接続
のタイプを記憶する。
【０１５４】
　一部の実施形態では、受信されたメッセージ中で指示された無線ネットワーク・アプリ
ケーション・プロトコルのタイプは、Ｘ２アプリケーション・プロトコル・メッセージま
たはＳ１アプリケーション・プロトコル・メッセージであり、無線ネットワーク接続の決
定されたタイプは、Ｘ２アプリケーション・プロトコル接続またはＳ１アプリケーション
・プロトコル接続である。
【０１５５】
　本明細書における一部の実施形態は、ドナー無線基地局１２が隣接無線基地局へのＸ２
接続性を有しているかどうかについての情報を獲得する方法を明らかにすることが理解さ
れるであろう。ドナー無線基地局１２と別の無線基地局との間のＸ２サポートは、一部の
実施形態では、新しい専用シグナリングおよび新しい専用情報要素を定義することなく、
中継ノード１０によって明らかにされることがある。ドナー無線基地局１２が隣接無線基
地局に代わって中継ノード１０に送信されたＸ２メッセージをコンパイルすることがある
ことは、通常の無線基地局の挙動と比較して中継ノード１０の挙動に殆ど変更がないこと
を意味する。
【０１５６】
　一部の代替的な実施形態では、中継ノード１０は、ドナー無線基地局１２がＸ２セット
アップ手順においてＸ２接続性を有している無線基地局がどれであるかに関する情報を獲
得することがある。この手順では、個々の無線基地局は、Ｘ２セットアップ要求メッセー
ジまたはＸ２セットアップ応答メッセージの中で、個々の無線基地局によってどのセルが
サービスを提供されているかに関する情報、すなわち、サービス被提供セル情報を提供す
る。中継ノードおよびドナー無線基地局のケースでは、ドナー無線基地局１２がドナー無
線基地局１２によってサービスを提供されるセルがどれであるかに関する情報をこのＩＥ
において提供するだけでなく、ドナー無線基地局１２がＸ２接続性を有している無線基地
局によってサービスを提供されるすべてのセルに関する情報を提供することも可能となる
であろう。中継ノード１０は、次に、中継ノード１０がどの無線基地局およびセルにＸ２
手順を使用することができるかを決定するためにこの情報を使用することができる。
【０１５７】
　より多くのＸ２接続性隣接局がその後にドナー無線基地局１２に追加されるか、または
、除去される場合、ドナー無線基地局１２は、中継ノード１０へのｅＮＢ構成更新済を使
用し、ドナー無線基地局リストによって指示されたサービス被提供セル上の対応するセル
を追加または除去することがある。
【０１５８】
　前述の一部の実施形態では、中継ノード１０は、ドナー無線基地局１２がＸ２接続され
ていないセルのためのＸ２接続性を確立しようとするために、Ｘ２セットアップ手順また
は可能なｅＮＢ構成更新手順を開始することが可能である。このセットアップのための１
つの可能な誘因は、中継ノード１０によってドナー無線基地局１２が現在のところＸ２接
続を有していない新しい隣接セルを検出する場合であろう。Ｘ２セットアップ要求は、こ
の場合、「新しいセル」にサービスを提供する第２の無線基地局１４に向けられることに
なるが、ドナー無線基地局１２によって依然として遮断され、ドナー無線基地局１２がＸ
２接続を有していない第２の無線基地局１４へのＸ２セットアップを開始することを可能
にさせることがある。ドナー無線基地局１２がＸ２セットアップを完了すると、中継ノー
ド１０は、本明細書において概説された手段のいずれかを使用して新しいＸ２接続に関し
て通知されることがある。
【０１５９】
　前述の解決策の別の変形は、中継ノード１０がＸ２シグナリングを介して別の無線基地
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局に連絡しようとしていることを学習することに基づいてドナー無線基地局１２が当該第
２の無線基地局１４へのＸ２接続を確立しようとすることに決定することである。Ｘ２接
続は、直接的に中継ノード１０からのＸ２シグナリングを取り扱うために十分に高速に確
立されることがあり得るか、または、Ｘ２接続は、将来の使用のため確立されることがあ
る。
【０１６０】
　このようにして、ドナー無線基地局１２と、第２の無線基地局１４のような別の無線基
地局との間のＸ２サポートは、新しい専用シグナリングおよび新しい専用情報要素を定義
することなく、中継ノード１０によって明らかにされることがある。これは、ハンドオー
バー手順を実現し易くする。
【０１６１】
　前述のとおり、本明細書において、中継ノード１０にサービスを提供するドナー無線基
地局１２を介して中継ノード１０と第２の無線基地局１４との間でシグナリングを開始す
る中継ノード１０における方法がさらに明らかにされている。中継ノード１０は、ドナー
無線基地局１２におけるＸ２確立情報に基づいて、ドナー無線基地局１２から、Ｘ２が確
立されたか否かを明らかにする応答を受信する。シグナリングの開始は、中継ノード１０
からドナー無線基地局１２へのＸ２シグナリング、または、中継ノード１０からドナー無
線基地局１２へのＳ１シグナリングを含むことがある。
【０１６２】
　ドナー無線基地局１２から中継ノード１０に受信された応答は、Ｘ２がドナー無線基地
局１２と第２の無線基地局１４のような他の無線基地局との間に確立されている場合、Ｘ
２を介することがある。ドナー無線基地局１２から中継ノード１０に受信された応答は、
Ｘ２がドナー無線基地局１２と第２の無線基地局１４のような他の無線基地局との間に確
立されていない場合、Ｘ２を介することがあり、Ｘ２メッセージは、次に、Ｘ２がドナー
無線基地局１２と第２の無線基地局１４のような他の無線基地局との間に確立されていな
いことを通知する拒絶または失敗原因を含むことがある。
【０１６３】
　ドナー無線基地局１２から中継ノード１０に受信された応答は、Ｘ２が確立されていな
い場合、Ｓ１を介することがある。受信された応答は、次に、特定のセルへのＸ２接続性
が存在するか否かについてのｅＮＢ　ＩＥによってサービスを提供されるセル内の明示的
な情報を含むことがある。
【０１６４】
　ドナー無線基地局１２において、Ｘ２メッセージは、対応するＳ１メッセージに変換さ
れることがあり、このＳ１メッセージが第２の無線基地局１４に送信される。
【０１６５】
　前述のステップを実行するために、中継ノード１０が提供される。図１６は、ドナー無
線基地局１２と無線基地局１４との間の無線ネットワーク接続のタイプに関する情報を獲
得する中継ノード１０を表すブロック図である。中継ノード１０は、無線通信ネットワー
クに含まれるように配置され、ドナー無線基地局１２によってサービスを提供されるよう
に配置されている。
【０１６６】
　中継ノード１０は、ドナー無線基地局１２からメッセージを受信するために構成されて
いる受信機（ＲＸ）１６２０を備え、このメッセージは、無線ネットワーク・アプリケー
ション・プロトコルのタイプを指示している。無線ネットワーク・アプリケーション・プ
ロトコルのタイプは、ドナー無線基地局１２と無線基地局１４との間の無線ネットワーク
接続のタイプに関連している。受信されたメッセージは、無線ネットワーク・アプリケー
ション・プロトコルのタイプを指示するハンドオーバー要求を含むことがある。受信され
たメッセージは、ドナー無線基地局１２と無線基地局１４、１９との間の無線ネットワー
ク接続のタイプを明示的に提示する。受信されたメッセージは、無線通信ネットワークの
無線アクセスネットワークにおけるピア・ツー・ピア接続を指示するアプリケーション・
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プロトコル・メッセージによって表現されることがある。受信されたメッセージは、代替
的に、無線通信ネットワークのコアネットワークにおいて終端される接続を指示するアプ
リケーション・プロトコル・メッセージによって表現されることがある。
【０１６７】
　中継ノードは、メッセージ中で指示されたネットワーク・アプリケーション・プロトコ
ルのタイプに基づいて無線ネットワーク接続のタイプを決定するために構成された決定回
路１６３０をさらに備える。受信されたメッセージがハンドオーバー要求を含む一部の実
施形態では、決定回路は、ハンドオーバー要求中で指示されたタイプに基づいて無線ネッ
トワーク接続のタイプを決定するために構成されることがある。
【０１６８】
　さらに、中継ノード１０は、無線基地局１４と後で通信するとき無線ネットワーク接続
のタイプを選択するときに使用されるように無線基地局１４に関連して無線ネットワーク
接続のタイプを記憶するために構成されたメモリ回路１６４０を備える。メモリ回路は、
中継ノード１０上で実行されているときに本明細書における方法を実行するため、セルＩ
Ｄ、接続性、モビリティパラメータ、および／または、アプリケーションを記憶するため
にさらに使用されることがある。
【０１６９】
　ドナー無線基地局１２と無線基地局１４との間の無線ネットワーク接続のタイプに関す
る情報を獲得する本明細書における実施形態は、本明細書における実施形態の機能および
／または方法ステップを実行するコンピュータ・プログラム・コードと一体となって、図
１６に表された中継ノード１０内の処理回路１６５０のような１つ以上のプロセッサを通
じて実施されることがある。前述のプログラム・コードは、たとえば、中継ノード１０に
ロードされているときに本解決策を実行するコンピュータ・プログラム・コードを搬送す
るデータ担体の形式で、コンピュータ・プログラム・プロダクトとしてさらに提供される
ことがある。１つのこのような担体は、ＣＤ　ＲＯＭディスクの形式でもよい。しかし、
メモリスティックのような他のデータ担体を用いて実現可能である。コンピュータ・プロ
グラム・コードは、さらに、純粋なプログラム・コードとしてサーバ上に設けられること
があり、かつ、中継ノード１０にダウンロードされることがある。
【０１７０】
　処理回路１６５０は、送受信機（ＴＸ）１６６０を介して、ドナー無線基地局１２を越
えて、第１のタイプの無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルの通信メッセー
ジを無線基地局１４に伝送することにより、無線基地局１４への無線アクセスネットワー
ク通信を開始するためにさらに構成されることがある。受信されたメッセージは、無線ネ
ットワーク・アプリケーション・プロトコルの第１のタイプまたは第２のタイプを指示し
ている。
【０１７１】
　一部の実施形態では、通信メッセージは、無線基地局１４によってサービスを提供され
る被検出セルのアドレス・リカバリのための情報を含むことがあり、受信されたメッセー
ジは、次に、第１のタイプまたは第２のタイプの無線ネットワーク・アプリケーション・
プロトコルのセットアップ要求を含むことがある。
【０１７２】
　一部の実施形態では、通信メッセージは、無線基地局１４の被検出セルへの無線ネット
ワーク・アプリケーション・プロトコルの第１のタイプのハンドオーバー要求メッセージ
を含むことがある。受信されたメッセージは、次に、無線ネットワーク・アプリケーショ
ン・プロトコルの第１のタイプまたは第２のタイプ、たとえば、Ｘ２もしくはＳ１コマン
ドまたは確認済を指示するハンドオーバー確認を含むことがある。
【０１７３】
　一部の実施形態では、測定報告は、中継ノード１０によって制御される無線通信ネット
ワークのセル内のユーザ機器１８から受信回路１６７０を介して受信される。この測定報
告は、無線基地局１４の被検出セルのセル識別情報を指示することがある。
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【０１７４】
　一部の実施形態では、受信されたメッセージ中で指示された無線ネットワーク・アプリ
ケーション・プロトコルのタイプは、Ｘ２アプリケーション・プロトコル・メッセージま
たはＳ１アプリケーション・プロトコル・メッセージであり、無線ネットワーク接続の決
定されたタイプは、Ｘ２アプリケーション・プロトコル接続またはＳ１アプリケーション
・プロトコル接続である。
【０１７５】
　一部の一般的な実施形態によるドナー無線基地局１２と無線基地局１４との間の無線ネ
ットワーク接続のタイプに関して中継ノード１０に通知するドナー無線基地局１２におけ
る方法ステップが以下で図１７に表されたフローチャートを参照して説明される。これら
のステップは、後述の順序で行われる必要はなく、適当な順序で行われればよい。中継ノ
ード１０およびドナー無線基地局１２は、無線通信ネットワークに含まれ、ドナー無線基
地局１２は、中継ノード１０にサービスを提供する。
【０１７６】
　ステップ１７０１：ドナー無線基地局１２は、無線ネットワーク・アプリケーション・
プロトコルの第１のタイプのプロトコル・メッセージ、たとえば、Ｘ２ＡＰハンドオーバ
ー要求もしくはＳ１　ｅＮＢ構成転送メッセージを中継ノード（１０）から、または、た
とえば、Ｘ２ＡＰハンドオーバー要求もしくはＳ１ＡＰ　ＭＭＥ構成転送メッセージを無
線基地局（１４）から受信する。
【０１７７】
　ステップ１７０２：破線によって指示されるような一部の実施形態では、ドナー無線基
地局１２は、無線通信ネットワークの無線アクセスネットワーク内のピア・ツー・ピア（
Ｐ２Ｐ）接続がドナー無線基地局１２と無線基地局１４との間にセットアップされている
か否かを決定することがある。
【０１７８】
　ステップ１７０３：破線によって指示されるような一部の実施形態では、ドナー無線基
地局１２は、このようなピア・ツー・ピア接続がセットアップされたとき、ピア・ツー・
ピア接続を越えてハンドオーバー手順を実行することがある。ドナー無線基地局１２は、
次に、以下のステップで、ハンドオーバー確認を中継ノード１０に伝送することがある。
ハンドオーバー確認は、ピア・ツー・ピア・アプリケーション・プロトコルのタイプを指
示する。
【０１７９】
　ステップ１７０４：破線によって指示されるような一部の実施形態では、ドナー無線基
地局１２は、このようなピア・ツー・ピア接続がセットアップされていないとき、無線通
信ネットワークのコアネットワーク内で終端された接続を越えてハンドオーバー手順を開
始することがある。ドナー無線基地局は、次に、以下のステップで、ハンドオーバー確認
としてハンドオーバーコマンドを伝送することがある。ハンドオーバー確認は、コアネッ
トワーク内で終端された接続のアプリケーション・プロトコルのタイプを指示する。
【０１８０】
　代替的に、このようなピア・ツー・ピア接続が存在しないとき、ドナー無線基地局１２
は、モビリティ・マネジメント・エンティティ１６への無線通信ネットワークのコアネッ
トワーク内で終端された接続を介した無線基地局１４へのピア・ツー・ピア接続のセット
アップを開始することがある。ドナー無線基地局１２は、次に、以下のステップで、セッ
トアップメッセージを中継ノード１０に伝送することがある。セットアップメッセージは
、ピア・ツー・ピア接続であるべき第１のタイプまたは第２のタイプを指示している。
【０１８１】
　ステップ１７０５：ドナー無線基地局１２は、メッセージを中継ノード１０に伝送する
。このメッセージは、無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルの第１のタイプ
または第２のタイプを指示している。無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコル
の個々のタイプは、無線ネットワーク接続のタイプに関連し、その結果、中継ノード１０
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は、無線ネットワーク接続のタイプを通知される。
【０１８２】
　一部の実施形態では、ピア・ツー・ピア接続が存在するとき、ドナー無線基地局１２は
、セットアップメッセージを中継ノード１０に伝送することがある。セットアップメッセ
ージは、ピア・ツー・ピア接続であるべき第１のタイプまたは第２のタイプを指示してい
る。すなわち、受信された第１のタイプの無線ネットワーク・アプリケーション・プロト
コルがコアネットワーク内で終端された接続のアプリケーション・プロトコルである場合
、セットアップメッセージは、ピア・ツー・ピア接続のアプリケーション・プロトコルで
あるべき第２のタイプを指示する。
【０１８３】
　一部の実施形態では、ドナー無線基地局１２は、無線基地局１４に代わるようにセット
アップメッセージをコンパイルすることがある。
【０１８４】
　一部の実施形態では、受信されたプロトコル・メッセージは、無線基地局１４のセルま
たは中継局１０のセルに対するユーザ機器１８のハンドオーバー要求を含むことがある。
伝送されたメッセージは、次に、ハンドオーバー確認または転送されたハンドオーバー要
求を含むことがある。
【０１８５】
　ハンドオーバー要求は、第１のタイプのハンドオーバー・メッセージによって表現され
ることがある。第１のタイプは、無線通信ネットワークの無線アクセスネットワーク内の
ピア・ツー・ピア接続を指示することがあり、または、無線通信ネットワークのコアネッ
トワーク内で終端された接続を指示することがある。
【０１８６】
　一部の実施形態では、受信されたプロトコル・メッセージは、無線基地局１４の被検出
セルのアドレス検索のための情報を含むことがあり、この受信されたプロトコル・メッセ
ージは、中継ノード１０から送信される。次に、伝送されたメッセージは、第１のタイプ
の中継ノード１０への接続セットアップ要求を含むことがある。
【０１８７】
　一部の実施形態では、第１のタイプの無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコ
ルは、Ｘ２アプリケーション・プロトコル、または、Ｓ１アプリケーション・プロトコル
でもよく、第２のタイプの無線通信ネットワークは、Ｓ１アプリケーション・プロトコル
、または、Ｘ２アプリケーション・プロトコルでもよい。
【０１８８】
　ドナー無線基地局１２と無線基地局１４との間の無線ネットワーク接続のタイプに関し
て中継ノード１０に通知するドナー無線基地局１２における方法ステップを実行するため
に、ドナー無線基地局が設けられる。図１８は、ドナー無線基地局１２を表すブロック図
である。ドナー無線基地局１２は、中継ノード１０にサービスを提供する。
【０１８９】
　ドナー無線基地局１２は、中継ノード１０から、または、無線基地局１４から第１のタ
イプの無線ネットワーク・アプリケーション・プロトコルのプロトコル・メッセージを受
信するために構成された受信回路１８０１を備える。
【０１９０】
　一部の実施形態では、ドナー無線基地局１２は、無線通信ネットワークの無線アクセス
ネットワーク内のピア・ツー・ピア接続がドナー無線基地局１２と無線基地局１４との間
にセットアップされているか否かを決定するために構成された決定回路１８０２を備える
ことがある。決定回路１８０２は、このようなピア・ツー・ピア接続がセットアップされ
たとき、ピア・ツー・ピア接続を越えてハンドオーバー手順を実行するためにさらに構成
されることがある。
【０１９１】
　ドナー無線基地局１２は、メッセージを中継ノード１０に伝送するために構成された送
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ン・プロトコルの第１のタイプまたは第２のタイプを指示し、無線ネットワーク・アプリ
ケーション・プロトコルの個々のタイプは、無線ネットワーク接続のタイプに関連してい
る。その結果、中継ノード１０は、無線ネットワーク接続のタイプを通知される。
【０１９２】
　送信回路１８０３は、ハンドオーバー確認を中継ノード１０に伝送するために構成され
ることがある。ハンドオーバー確認は、ピア・ツー・ピア・アプリケーション・プロトコ
ルのタイプを指示する。
【０１９３】
　決定回路１８０２は、このようなピア・ツー・ピア接続がセットアップされないとき、
無線通信ネットワークのコアネットワーク内で終端された接続を越えてハンドオーバー手
順を開始する。送信回路１８０３は、次に、ハンドオーバー確認としてハンドオーバーコ
マンドを伝送することがある。ハンドオーバー確認は、コアネットワーク内で終端された
接続のアプリケーション・プロトコルのタイプを指示する。
【０１９４】
　代替的に、このようなピア・ツー・ピア接続が存在しないとき、決定回路１８０２は、
モビリティ・マネジメント・エンティティ１６への無線通信ネットワークのコアネットワ
ーク内で終端された接続を介して無線基地局１４へのピア・ツー・ピア接続のセットアッ
プを開始することがある。送信回路１８０３は、次に、セットアップメッセージを中継ノ
ード１０に伝送することがある。セットアップメッセージは、ピア・ツー・ピア接続であ
るべき第１のタイプまたは第２のタイプを指示している。
【０１９５】
　開示された発明（群）の変更および他の実施形態は、前述の説明および付随する図面に
提案された教示を利用できる当業者が想到するであろう。その結果、発明（群）は、開示
された特定の実施形態に限定されるべきではないこと、そして、変更および他の実施形態
は、本開示内容の範囲に包含されることが意図されていることが理解されるべきである。
特定の用語が本明細書において用いられることがあるが、これらの用語は、包括的かつ記
述的意味だけで使用され、限定の目的のため使用されていない。
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